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改定後 改定前

１ 共通費の区分と内容

共通費は、「離島調整費」、「共通仮設費」、「現場管理費｣及び「一般管理費等｣に区

分し、それぞれ表－１､表－２、表－３並びに表－４及び表－５の内容を一式として計上

する｡

ただし、共通費を算定する場合の直接工事費には、本設のための電力、水道等の各種負

担金は含まないものとする｡

１ 共通費の区分と内容

共通費は、「離島調整費」、「共通仮設費」、「現場管理費｣及び「一般管理費等｣に区

分し、それぞれ表－１､表－２、表－３並びに表－４及び表－５の内容を一式として計上

する｡

ただし、共通費を算定する場合の直接工事費には、本設のための電力、水道等の各種負

担金は含まないものとする｡
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３ 共通仮設費の算定

（１）共通仮設費は、表－２の内容について、費用を積み上げにより算定するか、過去の

実績等に基づく直接工事費に対する比率（以下「共通仮設費率」という｡）により算定す

る｡

    ただし、共通仮設費率を算定する場合の直接工事費には、処分費を含まないもの

とする。

（２）共通仮設費率は、別表－２から別表－８によるものとする｡

なお、共通仮設費率に含まれない内容については、必要に応じ別途積み上げにより算定し

て加算する｡

（３）当該共通仮設費率に含まれる内容は表－６及び表－７とする。ただし、設計図書に

基づく以下の費用は含まれない。

・現場環境改善費

・工事場所以外の屋外整理清掃費

・新たな施策等の試行による特別な費用

（略）

３ 共通仮設費の算定

（１）共通仮設費は、表－２の内容について、費用を積み上げにより算定するか、過去の

実績等に基づく直接工事費に対する比率（以下「共通仮設費率」という｡）により算定す

る｡

    ただし、共通仮設費率を算定する場合の直接工事費には、処分費を含まないもの

とする。

（２）共通仮設費率は、別表－２から別表－８によるものとする｡

なお、共通仮設費率に含まれない内容については、必要に応じ別途積み上げにより算定し

て加算する｡

（３）当該共通仮設費率に含まれる内容は表－６及び表－７とする。ただし、設計図書に

基づく以下の費用は含まれない。

・現場環境改善費

・工事場所以外の屋外整理清掃費

・新たな施策等の試行による特別な費用

（略）
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付則 この基準は、平成１５年 ６月 １日以降に起工する工事に適用する。

この基準は、平成１７年 ４月 １日以降に入札執行する工事に適用する。

この基準は、平成２３年１１月 １日以降に入札執行する工事に適用する。

この基準は、平成２４年 ５月 １日以降に起工する工事に適用する。

この基準は、平成２６年 ６月 １日以降に起工する工事に適用する。

この基準は、平成２９年 ２月 １日以降に起工する工事に適用する。

この基準は、令和 ６年 ４月 １日以降に起工する工事に適用する。

この基準は、令和 ６年 ７月 １日以降に起工する工事に適用する。

この基準は、令和 ８年 ４月 １日以降に起工する工事に適用する。

別表－１～１８ 改定なし

付則 この基準は、平成１５年 ６月 １日以降に起工する工事に適用する。

この基準は、平成１７年 ４月 １日以降に入札執行する工事に適用する。

この基準は、平成２３年１１月 １日以降に入札執行する工事に適用する。

この基準は、平成２４年 ５月 １日以降に起工する工事に適用する。

この基準は、平成２６年 ６月 １日以降に起工する工事に適用する。

この基準は、平成２９年 ２月 １日以降に起工する工事に適用する。

この基準は、令和 ６年 ４月 １日以降に起工する工事に適用する。

この基準は、令和 ６年 ７月 １日以降に起工する工事に適用する。


